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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月21日(2012.3.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体デバイスの製造方法であって、
　半導体基板（１４）を提供する段階と、
　半導体化合物及びドープ添加物（２２）を含む層（２０）を前記半導体基板上に形成す
る段階と、
　その後、前記層を含む半導体基板を不活性雰囲気中又はＮ2／Ｈ2雰囲気中でアニールす
ることにより、エミッタ領域（３０）を形成し不純物（１６）をゲッタリングする段階と
、
を含む方法。
【請求項２】
　前記半導体基板がシリコン基板であり、前記半導体化合物がシリコン化合物であり、前
記アニールが、約６００℃から約１２００℃の範囲のアニール温度、約１分から約１００
分のアニール時間で加熱することによって実施される、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記層を形成する段階において少なくとも２つの層が形成され、更に、該層の内の少な
くとも２つが同じ半導体化合物又は異なる半導体化合物を含む、
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの半導体化合物が、シリコン化合物、炭化ケイ素、及びシリコン窒
化物からなる群から選択された少なくとも１つの化合物を含む、
請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ドープ添加物が、ｐ型ドーパント、ｎ型ドーパント、リン及びヒ素からなる群から
選択された少なくとも１つの要素を含む、
請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
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　前記層を形成する段階が、前記半導体化合物及び前記ドープ添加物のスパッタリングに
より実施される、
請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記層を形成する段階が、ＳｉＨ4と、ＮＨ3、ＣＨ4、及びＰＨ3からなる群から選択さ
れた少なくとも１つの化合物とを含むガス混合物のＰＥＣＶＤにより実施される、
請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記半導体基板が、シリコン基板、単結晶シリコン基板、多結晶シリコン基板、単結晶
シリコン表面層を有する基板、及び多結晶シリコン表面層を有する基板、ｎ型半導体基板
、ｐ型半導体基板、真性半導体基板、ｎ型シリコン基板、ｐ型シリコン基板、及び真性シ
リコン基板からなる群から選択された１つである、
請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記アニール温度が、約６５０℃から約７８０℃の範囲、又は約９５０℃から約１２０
０℃の範囲にあり、かつ／または
　前記アニール時間が、約７５分から約１００分の範囲、又は約１５分から約３０分の範
囲である、
請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記半導体基板が前面と裏面とを含み、前記半導体化合物を含む層が前面上に形成され
る、
請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　真性又はドープ半導体化合物を含む層を前記裏面上に形成する段階を更に含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記半導体化合物を含む層が、少なくとも部分的には除去されていない、
請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アニールすることにより、ＰＳＧ領域の形成をもたらすことがない、
請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記裏面におけるエミッタ形成が回避される、
請求項１３に記載の方法。
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